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＜成果目標と実績＞

＜現状＞

　ア　サービス別の一般就労移行者数

第5期 R1

※就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率：B／A
　A：就労定着支援事業所における利用開始時から1年を経過した者の人数
　　　（利用開始から1年未満に就職後3年6カ月に至る者を除く）
　B：Aのうち、当該時点において一般就労中の者の人数

○ サービス管理責任者研修などの各種研修や事業者指定にあたっての指導、事業所開設後の指導・
  監査を通じて、就労移行支援事業者等の質的確保を図るとともに、施設整備費補助金による就労移行・
  就労定着支援事業所整備費の助成を通じて、量的確保を図っていく。
○ 障害者雇用に対する企業等の理解を得るため、事業主を対象としたセミナーや障害者就職面接会
  の開催などにより、一層の雇用促進に向けた働きかけを行っていく。
○ 平成29年度に新設した本県独自の「中小企業応援障害者雇用奨励金制度」により、初めて障害の
  ある方を雇用する中小企業に対して奨励金を支給し、障害のある方を雇用する際の企業負担の軽減を図
  り、企業側の受入体制の支援を行っていく。
○ 障害者雇用に取り組む企業と障害者をマッチングする就労支援と企業に就労している障害者の離職を
　防ぐための定着支援を一体的に行うべく令和元年度に開設されたあいち障害者雇用総合サポートデ
　スクにおいて、障害のある方やその家族への適切な情報提供や関係機関の連携強化による支援を推
　進していく。
○ 本県では、あいちアール・ブリュット展（障害のある人のアート作品展）をきっかけとして、一般企業の
  広報部門への就職（在宅勤務）に繋がった事例も増えているので、各種広報媒体を活用し、広く企業等
  に当該事例の周知を図り、障害のある人の個性や能力に合わせた就労を支援していく。

569人
（全体比）

支援利用開始から１年
経過時に就労中の者の人数

505人
(88.8%)

7か所
(4.4%)

＜今後の取組方針＞

　ウ　就労定着支援事業による支援を開始した時点から１年後の職場定着の状況

令和元年度中に
就労定着支援利用開始から

１年を経過した人数

１６１か所
（全体比）

令和元・２年度における就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職
場定着率を８割以上とする。

８．９割
※詳細は（ウ）参照

※就労開始後１カ月以内に退職した方は、一般就労移行者に含まない（上表には未計上）。

1,367人

生活介護

　イ　就労移行支援事業所における就労移行率の達成状況

※令和元年度就労移行率＝令和元年度における一般就労移行者数/令和2年4月1日現在の利用者数

○ 成果目標①「一般就労移行者数」は、年々増加傾向にあり、令和元年度は過去最多の1,367人と
　なった。目標（1,422人）進捗率は96.1%であり、未達成である。
○ 成果目標②「就労移行支援事業の利用者数」の実績（2,153人）は、年々増加傾向にあり、昨年度
　(1,923人)と比べ増加し、目標（2,042人）を達成している。
○ 成果目標③の就労移行率3割達成する就労移行支援事業所の割合は、昨年度の5.1割から上昇
　して、6.0割となり、目標（5.0割）を達成している。
○成果目標④の就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率は8.9割で
　あり、目標（8割）を達成している。

0割

96か所
(59.6%)

20か所
(12.4%)

9か所
(5.6%)

29か所
(18.0%)

3割～2割 2割～1割 1割～0割

＜評価と分析＞

○ 一般就労への移行者数が増加した要因として、以下のことが考えられる。
　①法定雇用率の引き上げ（民間企業2.0%⇒2.2%）や障害者雇用が義務付けられた事業主の範囲の変更
　　（従業員数50人⇒45.5人）
　②平成30年4月から法定雇用率の算定基礎に精神障害のある方が加えられたことによる民間企業の障害
　　 者雇用に対する意識の向上
　③就労移行支援事業の利用者の増
○ 就労移行支援事業所の利用者数が増加し、一般就労への移行率が3割以上の事業所の割合が増加
　しており、移行支援事業所の支援が量、質ともに向上してきたと考えられる。
○「就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率」については、今回初めて
　実績を調査したが、支援開始から１年後の職場定着率は8.9割と高い割合であった。

就労移行支援事業所数 3割以上

976人 169人 126人 7人 89人

合計

成果
目標
③

令和２年度末における就労移行率３割以上を達成する就労移行支援事業所を全体の
５割以上とする。

６．０割
※詳細は（イ）参照

達成
（目標比：118%）

計画
期間

年度 就労移行支援

成果
目標
④

（設定方法）
国の基本指針に即して設定

達成
（目標比：111.0%）

令和２年度末における年間一般就労移行者数を１，４２２人とする。

１，３６７人
※詳細は（ア）参照

未達成
（目標比：96.1%）

（B型）

２，１５３人
※2年3月31日時点の

利用者数

達成
（目標比：105.4%）

（設定方法）
国の基本指針に即して設定

自立訓練

（A型）

就労継続支援

  （４）福祉施設から一般就労への移行

【参考１】就労移行支援事業所等の指定状況の推移（各年４月１日現在の指定状況）

目　標　値 R１年度実績 達成状況

（設定方法）
国の基本指針に即して、平成28年度末における就労移行支援事業利用者数(1,702人)
の1.2倍
ただし、第4期計画未達成見込分（434人）は含まない。

（設定方法）
国の基本指針に即して、平成28年度の一般就労移行者数(948人）の1.5倍
ただし、第4期計画未達成見込分（159人）は含まない。

成果
目標
②

令和２年度末における就労移行支援事業の利用者数を２，０４２人とする。

成果
目標
①
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